
令 和 5 年 9 月 8 日
津 山 市

1号
事業

2号
事業

3号
事業

4号
事業

地域
重点区域との
重複の有無

〇 津山市上横野、下横野 無 令和2年度 ～ 令和6年度 上横野山田集落協定

〇 津山市上高倉、綾部、草加部 無 令和2年度 ～ 令和6年度 中山間地綾部西集落協定

〇
津山市上高倉、下高倉東、下高倉

西、草加部
無 令和2年度 ～ 令和6年度 草加部下高倉東集落協定

〇 津山市下田邑 無 令和2年度 ～ 令和6年度 平尾集落協定

〇 津山市東田辺、西田辺 無 令和2年度 ～ 令和6年度 たなべ第二集落協定

〇
津山市籾保、東一宮、山方、下横
野、下高倉東、下高倉西、綾部、草

加部、加茂町塔中、坂上
無 令和2年度 ～ 令和6年度 津山東部地域集落協定

〇 津山市加茂町宇野 無 令和2年度 ～ 令和6年度 宮の本集落協定

〇 津山市加茂町小中原、加茂町齋野谷 無 令和2年度 ～ 令和6年度 斎野谷集落協定

〇 津山市加茂町公郷、加茂町桑原 無 令和2年度 ～ 令和6年度 長伝寺集落協定

〇
津山市加茂町宇野、加茂町百々、加
茂町中原、加茂町成安、加茂町公

郷、加茂町桑原
無 令和2年度 ～ 令和6年度 百々下集落協定

〇 津山市加茂町中原、加茂町成安 無 令和2年度 ～ 令和6年度 アグリ中原集落協定

〇 津山市加茂町倉見 無 令和2年度 ～ 令和6年度 倉見庄原集落協定

多面的機能発揮促進事業に関する計画の概要

　農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律（平成26年法律第78号）第８条第４項において準用する第７条第５項の規定に
基づき、多面的機能発揮促進事業に関する計画の変更を認定をしたので、第８条第４項において準用する第７条第６項の規定に基づ
き、その概要を下記のとおり公表する。

記

種類 実施地域等

実施期間 実施主体



1号
事業

2号
事業

3号
事業

4号
事業

地域
重点区域との
重複の有無

種類 実施地域等

実施期間 実施主体

〇 津山市加茂町知和、加茂町小渕 無 令和2年度 ～ 令和6年度 ちわ水田管理会集落協定

〇 津山市阿波 無 令和2年度 ～ 令和6年度 尾所集落協定

〇 津山市新野東、西中、西下、上村 無 令和2年度 ～ 令和6年度 西下集落協定

〇 津山市新野東 無 令和2年度 ～ 令和6年度 二タ松集落協定

〇 津山市新野東、原 無 令和2年度 ～ 令和6年度 木山集落協定

〇 津山市新野東 無 令和2年度 ～ 令和6年度 ドンドン集落協定

〇 津山市新野東、原 無 令和2年度 ～ 令和6年度 酢合田集落協定

〇 津山市原、安井 無 令和2年度 ～ 令和6年度 原東集落協定

〇
津山市坪井下、中北上、南方中、神

代、里公文
無 令和2年度 ～ 令和6年度 神代集落協定

〇 津山市福田下、八社 無 令和2年度 ～ 令和6年度 津山市八社集落協定

〇 津山市久米川南 無 令和2年度 ～ 令和6年度 大久保集落協定

〇
津山市中北下、南方中、久米川南、

領家、宮尾
無 令和2年度 ～ 令和6年度 久米集落協定

〇 津山市戸脇、桑上、福田下 無 令和2年度 ～ 令和6年度 桑村集落協定

〇 津山市下田邑 無 令和4年度 ～ 令和6年度 川東中山間集落協定

〇 津山市籾保、下横野、下高倉西 無 令和4年度 ～ 令和6年度 籾保集落協定


